
155 1 887 4 3,815 35

0 719 3 2,905 27

R５ 232 2 2,541 28

R４ 189 0 1,913 24 84

7 2,706 21R３ 208 1 1,671 13 99 0 728

全国 長崎 全国 長崎 全国 長崎 全国 長崎
対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 計

全国 長崎

5,748 90 32,161 412

③高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

57 28,473 279

R５ 3,264 49 22,665 258 484 15

R４ 2,673 13 20,394 202 454 7 4,952

5 4,226 59 23,583 272R３ 2,481 27 16,488 181 388

全国 長崎 全国 長崎全国 長崎 全国 長崎 全国 長崎

②中学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）
対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 計

634 18 6,717 29 68,143 189

9 6,399 17 59,933 229

R５ 9,384 36 51,408 106

R４ 8,955 41 44,072 162 507

4,649 35 47,087 247R３ 6,597 50 35,452 160 389 2

全国 長崎 全国 長崎 全国 長崎 全国
対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊 計

長崎 全国 長崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内の数字は1,000人あたりの発生件数

○本県では、令和４年度と比べ小学校が４０件減少、中学校が１３３件増加、高等学校が８件増加であ
り、全体では１０１件増加した。

○暴力行為の１，０００人あたりの発生件数は、本県は５．３件であった。

（３）形態別件数
①小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

(2.9) (12.6) (1.5) (5.3)

(4.4)

R５
189 412 35 636

(9.6)
104,119

(1.9)
3,815

(10.9)
32,161

(11.4)
68,143
(9.9) (3.4) (9.6) (8.5) (1.5) (1.2) (8.3)

R４
59,933 229 28,473 279 2,905

全国 長崎 全国 長崎 全国

R３
23,583 272 2,706 21

27 91,311 535
(7.7) (3.7) (7.9) (8.1) (1.3) (0.9) (6.6) (4.3)

73,376 54047,087 247

１　暴力行為について
（１）「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が起こした暴力行為」で、「対教師暴力」、「生徒間暴力」、
      「対人暴力」（対教師、生徒間を除く）、「器物損壊」の四形態をいう。

（２）発生件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）
小 学 校 中 学 校 高等学校 計

　　令和５年度　児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

　このことについて、本県の状況をお知らせします。
　本資料は、文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の調査票情報
を利用して独自に集計したものです。
　なお、数値については、国立、私立学校を除いた公立学校のみの数値です。（＊２（４）のいじめ防止対策
推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」の発生件数については、国公私立・小・中・高・特別支援学校
合計の値です。）

令和6年10月31日

長崎 全国 長崎



23,666

(3.3)

28,200

(3.9)

1,474

(46.1)

182

(5.7)

679

(21.2)

284

(8.9)

39

(1.2)

135

(4.2)

433

(13.5)

269

(8.4)

358

76,074

(63.6)

10,636

6,704

(5.6)

1,107

(0.9)

5,804

10,210

(1.8)

23,293

(4.9)

11,302

(9.4)

10,953

(9.2)

3,423

2,234

(15.6)

1,126

77.4%
557,443
719,915

72.9%
2,332
3,198

78.2%
11,184
14,294

75.9%
90,818
119,620

77.7%
453,109
582,803

38,732

(6.6)

(100.0)

　　　　　　　　　　　　　　（　）内の数字は、学校種ごとのいじめの認知件数に対する割合（％）

その他
(4.4) (2.8) (7.0) (0.0) (4.0)

6 0 9369 18

(2.9)(4.0) (7.9) (11.2)

(2.0) (10.6) (17.4) (0.0) (5.0)

0 115パソコンや携帯電
話等で、誹謗中傷
や嫌なことをされ
る。

32 68 15

(7.6) (9.2) (4.7) (0.0) (7.9)

4 0 182

(4.5)

1,193

(8.3)

(5.3)

75,720

(10.5)

(5.5) (5.6) (3.5) (0.0) (5.5)

0
金品を隠された
り、盗まれたり、
壊されたり、捨て
られたりする。

87 36 3

金品をたかられ
る。

嫌なことや恥ずかし
いこと、危険なこと
をされたり、させら
れたりする。

119 59

5,573

(1.0)

31,272

(5.4)

62,792

(10.8)

(0.6) (0.8) (2.3) (0.0) (0.7)

2 0 1710 5

126645 37,856

(3.7)

339

(2.4)

(6.4)

7,058

(1.0)

(6.7) (3.9) (2.3) (0.0) (5.8)

0 133536 46,256ひどくぶつかられ
たり、叩かれた
り、蹴られたりす
る。

106 25 2

(20.9) (8.7) (12.8) (0.0) (17.2)

11

1,977 83,895

0 396軽くぶつかられた
り、遊ぶふりをし
て叩かれたり、蹴
られたりする。

329 56

(12.2) (13.8)

1,171

(8.2)

(11.7)

161,440

(22.4)

71,100

142,862

(24.5)

(8.9)

16,728

(14.0)

(68.2)

51 1 1,571

(11.5) (9.5) (19.8) (0.0) (11.2)

0 259

冷やかしやからか
い、悪口や脅し文
句、嫌なことを言
われる。

1,085 434

態　　様

(57.8)

336,937 8,384

(58.7)

422,869

(58.7)

R５

認知件数 1,573

仲間はずれ、集団
による無視をされ
る。

181 61 17

(69.0) (67.5) (59.3)

全国 長崎 全国 長崎 全国 長崎
小 学 校 中 学 校 高等学校 特別支援学校 計

全国 長崎 全国 長崎

9,459 69 2,232 0 515,594 1,626

○本県では、小学校が１６５件増加、中学校が１８０件増加、高等学校が５件増加、特別支援学校が
増減なしで、全体で３５０件増加している。

○児童生徒１，０００人あたりのいじめの認知件数は、本県は１８．９件（前年度15.7件）である。
　なお、本県の校種別では、小学校は２４・３件（同21.2件）、中学校は１９．７件（同14.1件）、
　高等学校は３．７件（同3.5件）、特別支援学校は０．６件（同0.6件）である。

（３）いじめの態様（複数回答）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

解 消 率 85.6% 90.4% 86.0% 100% 87.0%

2,303
解消件数 1,347 581 74 1 2,003

643 86 1

421,684 1,170 82,219 387
81 2,928 1 669,400 1,953

85.2% 76.2% 0% 77.0% 83.3%解 消 率 77.2% 83.1% 75.9% 83.6% 77.7%
R４

認知件数 545,958 1,408 108,335 463 12,179
100% 80.1% 89.4%

解消件数

解 消 率 80.4% 89.7% 78.9% 89.6% 80.7% 83.8% 81.1%
484,921 1,602解消件数 398,614 1,194 75,201 345 8,978 62 2,128 1

74 2,623 1 605,109 1,791
長崎 全国 長崎

R３

認知件数 496,094 1,331 95,263 385 11,129
長崎 全国 長崎 全国 長崎 全国

２　いじめについて
（１）「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一
　　　定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ
　　　て行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているも
　　　のをいう。

（２）件数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

校 種
小 学 校 中 学 校 高等学校 特別支援学校 計

全国



（４）いじめ防止対策推進法第２８条第１項に規定する「重大事態」の発生件数

（国公私立・小・中・高・特別支援学校合計）

（２）不登校児童生徒数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

4,658
(1.2)

49,883
(12.9)
10,778
(2.8)

58,697
(15.2)
7,550
(2.0)

16,382
(4.2)

26,813
(6.9)

45,118
(11.7)

427
(0.9)
5,218

(10.4)
770

(1.5)
7,974

(15.9)
902

(1.8)
2,917
(5.8)
2,471
(4.9)
3,351
(6.7)

1,967
(1.0)

29,870
(14.4)
4,365
(2.1)

31,735
(15.3)
4,059
(2.0)
9,216
(4.5)

12,317
(5.9)

19,847
(9.6)

(11.4)
14,795
(1.7)
2,264

5,643
(4.4)

18,988
(14.7)
2,589
(2.0)
4,249
(3.3)

12,025
(9.3)

21,920
(16.9)

(5.1)
553,386

(3.9)
74,805

(8.9)
262,448

(3.6)
216,133

(3.6)
386,498

(2.6)
50,075

(7.0)

3,452
(1.7) (1.5) (6.3) (6.2) (2.3) (1.9)

43 618親子の関わり方に
関する問題

313 262
(12.6) (6.2) (5.6) (8.1)

家庭生活の変化
161 146

(24.5) (11.1) (9.2) (15.1)

22 49

(2.7) (5.4) (5.8) (4.6)
27 189

5 76

26 333

転編入学、進級時
の不適応

34 128
(1.7) (2.1) (1.1) (1.9)

学校のきまり等に
関する相談

学業の不振や頻繁
な宿題の未提出

162 313
(12.7) (13.3) (18.7) (13.7)

(5.0) (2.0) (3.0) (3.1)
87 562

教職員との関係を
めぐる問題

64 47
(10.9) (16.8) (10.9) (14.3)

51 586

14 125

いじめを除く友人
関係をめぐる問題

139 396
(1.1) (0.8) (0.2) (0.8)

（　）内の数字は全児童生徒数に対する割合（％）

○本県では、令和４年度と比べ全体で６４３人増加し、全児童生徒数に占める割合は０．６pt増の
　３．４％であった。

（３）不登校児童生徒について把握した事実（複数回答可）　　　　　　　　　　（単位：人）

いじめの被害の情
報や相談

14 18 1 33
全　国

R５
1,278 2,351

157,019

(3.0) (2.8)

区　　　　　分
小学校 中学校 高等学校 計

長崎県 全　国 長崎県 全　国 長崎県 全　国 長崎県

R４

466 4,095
(2.0) (7.2) (2.0) (3.4)

104,265 977 185,810 2,038 44,395 437 334,470

207,013
(2.2)

129,410

(2.5) (2.2)

全　国 長　崎 全　国 長　崎 全　国
小　学　校 中　　学　　校 高等学校 計

長　崎 全　国

(1.3) (1.1) (5.3) (4.9) (1.9) (1.7)
37,919 391 275,763 2,784

（　）内の数字は全児童生徒数に対する割合（％）

R３
80,825 745 1,648

長　崎

○全児童生徒に対する長期欠席児童生徒数の割合は、本県は４．４％であった。

４　不登校について
（１）「不登校」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により児童生徒が登
　　　校しない、あるいは、したくてもできない状況にあること（ただし、病気や経済的理由によるものを
　　　除く）をいい、本調査では、年間３０日以上欠席した者をいう。

(4.9) (4.3)

R５
1,801 2,756 720

840 534,732 5,222
(3.2) (2.6) (8.5) (8.0) (4.6) (3.6)

R４
194,263 1,758 251,691 2,624 88,778

5,277
(2.8) (8.4) (3.1) (4.4)

(3.2)
R３

176,933 1,200 221,202 2,129
全　国 長　崎 全　国 長　崎 全　国 長　崎 全　国 長　崎

(2.9) (1.8) (7.4) (6.4) (4.4) (2.6) (4.4)
88,268 623 486,403 3,952

小　学　校 中　　学　　校 高等学校 計

３　長期欠席について

（１）「長期欠席者」とは、病気、経済的理由、不登校、その他の理由により、年間３０日以上欠席した
　　　者をいう。

（２）長期欠席者数　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

○法第２８条第１項第１号に規定する「重大事態」は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生
　命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、同項第２号に規定する「重大
　事態」は、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくさ
　れている疑いがあると認めるとき」である。

R５ 4 4 3 2

（単位：件）

「重大事態」が発生し
た学校数

「重大事態」
発生件数

法第28条第1項第1号に規定
する「重大事態」発生件数

法第28条第1項第2号に規定
する「重大事態」発生件数



（　）内の数字は、学校種ごとの不登校児童生徒数に対する割合（％）

（２）中途退学者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

（３）事由別中途退学者数（主たるものを一つ選択）　　　　　　　　　　　　（単位：人）

89,587

17,506
(35.0)
7,711

(15.4)
1,094
(2.2)
1,166
(2.3)

(32.5)

24,721
(6.4)

23,486
(6.1)

(1.2)
24,349

(5.8)
3,335

(8.2)
5,544

12,246
(5.9)

11,341

(1.1)

(32.7)
741

(1.0)

(9.7) (5.0) (0.6)

通　信　制 計

81

13,126

(2.3)
41,730
(32.2)
29,284
(22.6)
11,381
(8.8)

10,979
(8.5)

44,795
(21.6)
8,527
(4.1)

67,207

31,666

(3.2)

(4.7)0 (0.0)

2

（　）内の数字は中途退学者数に対する割合（％）

(100)(100) 6 16 (100) 225 279計 166 201 (100) 53 62

(25.0) 10 9 (3.2)その他 8 1 (0.5)

0

0 2 (12.5) 5 12 (4.3)

2 4 (6.5) 0 4

3 (18.8) 0 20 (7.2)

家庭の事情 4 6 (3.0) 1 4 (6.5)

(0.0)(0.0) 0 0 (0.0) 0 0経済的理由 0 0 (0.0) 0 0

問題行動等 0 15 (7.5) 0

病気・けが・死亡 5 12 (6.0) 1

131 122 (43.7)40 31 (50.0) 6 4 (25.0)

進
　
路
　
変
　
更

小　　　　計 85 87 (43.3)

13

(1.6) 0 0 (0.0) 2 1

0 1 (6.3) 6

(0.0) 12 3 (1.1)その他 6 3 (1.5) 2 0 (0.0) 4 0

0 (0.0) 13 11 (3.9)
高卒程度認定試
験受験を希望

11 6 (3.0) 2 5 (8.1) 0

2 4 (25.0) 35 31 (11.1)就職を希望 11 16 (8.0) 22 11 (17.7)

専修･各種学校へ
の入学を希望

2 0 (0.0) 0 1

76 (27.2)14 (22.6) 0 0 (0.0) 69
別の高校への入
学を希望 55

(0.4)

62 (30.8) 14

(12.5) 68 98 (35.1)学校生活・学業不適応 61 75 (37.3) 7 21 (33.9) 0 2

0 (0.0) 5 5 (1.8)

R５
割合
(％)

学業不振 3 5 (2.5) 2 0 (0.0) 0

R５
割合
(％)

R４ R５
割合
(％)

R４理由 R４ R５
割合
(％)

R４

○本県では、令和４年度と比べて全日制で３５名増加、定時制で９名増加、通信制で１０名増加してお
り、全体では５４人増加、全生徒数に占める割合は１．２％であった。

課　　程 全　日　制 定　時　制 通　信　制 計

2,696 6 22,631 225
(0.8) (0.8) (7.8)

（　）内の数字は全生徒数に対する割合（％）
(0.9) (11.4) (1.6) (1.2)

(0.8)

全　日　制 定　時　制

279
R５

201 62 16
(0.8)

15,470

(0.9)

(1.0)

R３
12,971 125 5,115 52 2,521 9

(4.7)

５　中途退学（公立高等学校）について
（１）「中途退学」とは、年度の途中に校長の許可を受け、又は懲戒処分を受けて退学した者等をいい、転
　　　学者及び学校教育法施行規則の規定（いわゆる飛び入学）により大学へ進学した者は含まない。

(6.9)

R４
14,540 166 5,395 53
(0.7) (0.6) (7.1) (8.9)

(3.2) (6.3)
個別の配慮

102 141

全　国 長　崎

15 258

障害に起因する特
別な教育的支援

131 144

(8.0) (6.0)

20,607 186
全　国 長　崎 全　国 長　崎 全　国 長　崎

(5.5)

83148,387
(23.4)

85,382
(22.1)

9 284

不安・抑うつ
297

(10.3) (6.1) (1.9)

453
(32.6) (31.5) (42.1) (33.0)

学校生活に対して
やる気が出ない

416

(23.2) (19.3) (17.4) (20.3)

196 1,353

14,295
(3.7)

126,443

(29.0) (30.8) (26.0) (29.7)
生活リズムの不調

370 725

あそび、非行
19 92

(1.5)

(24.5)
2,977

(3.9) (1.7) (2.9)

(23.2)
8 119

121 1,216
(26.2)
2,791
(5.6)


